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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
配線基板の挿抜方向に沿って延びる形態とされ、途中に前記配線基板側に突出して配線基
板の板面に設けられた端子接続部に対して接触可能な接点部を備えた接触片を有する端子
金具と、
　前記端子金具が収容されるコネクタハウジングと、
　前記コネクタハウジングに設けられるとともに、前記接触片を前記配線基板側とは反対
側から弾性的に押圧可能な弾性片とを備えているカードエッジコネクタ。
【請求項２】
前記コネクタハウジングには、前記弾性片を前記配線基板側とは反対側から押さえて、前
記弾性片を弾性変形状態に保つことが可能な押さえ部材が装着されている請求項１記載の
カードエッジコネクタ。
【請求項３】
前記押さえ部材は、前記弾性片を非押圧状態とされる仮装着位置と、前記弾性片を押さえ
て弾性変形状態に保つ本装着位置とを移動可能な状態で前記コネクタハウジングに対して
保持されている請求項２記載のカードエッジコネクタ。
【請求項４】
前記コネクタハウジングには、収容した前記端子金具に対して係止することで、前記端子
金具を抜け止め可能なリテーナが装着されているものにおいて、
　前記押さえ部材には、前記仮装着位置では、前記リテーナの装着を許容するリテーナ挿
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通孔が形成されるとともに、前記本装着位置では、前記リテーナに対して係合することで
リテーナを抜け止め可能なリテーナ抜け止め部が設けられている請求項３記載のカードエ
ッジコネクタ。
【請求項５】
前記弾性片は、前記コネクタハウジングに対し、前記配線基板側とは反対側に遊動可能な
状態で装着されている請求項２ないし請求項４のいずれか１項に記載のカードエッジコネ
クタ。
【請求項６】
前記コネクタハウジングには、前記端子金具を挿入可能なキャビティが設けられており、
このキャビティの周壁の一部を切り欠くことによって、前記弾性片を収容可能な弾性片収
容空間が形成されているものにおいて、
　前記キャビティの周壁のうち、前記弾性片収容空間に隣接する部分には、前記弾性片の
端部に引っ掛け可能とされる引っ掛け壁が形成されている請求項５記載のカードエッジコ
ネクタ。
【請求項７】
前記押さえ部材は、前記弾性片を非押圧状態とされる仮装着位置と、前記弾性片を押さえ
て弾性変形状態に保つ本装着位置とを移動可能な状態で前記コネクタハウジングに対して
保持されており、
　前記押さえ部材には、前記仮装着位置において前記弾性片の端部に引っ掛け可能とされ
る引っ掛け部が形成されている請求項５または請求項６記載のカードエッジコネクタ。
【請求項８】
前記配線基板が、略筒状をなすとともに前記コネクタハウジングに対して嵌合可能とされ
る相手コネクタハウジング内に保持されるものにおいて、
　前記押さえ部材には、前記相手コネクタハウジングに設けられた被ロック部に対して係
止することで、両コネクタハウジングを嵌合状態に保持可能なロック部が設けられている
請求項２ないし請求項７のいずれか１項に記載のカードエッジコネクタ。
【請求項９】
前記押さえ部材は、前記弾性片を非押圧状態とされる仮装着位置と、前記弾性片を押さえ
て弾性変形状態に保つ本装着位置とを移動可能な状態で前記コネクタハウジングに対して
保持され、且つ前記両コネクタハウジングを嵌合した状態で、前記押さえ部材が前記本装
着位置に至ると、前記ロック部が前記被ロック部に係止されるようになっている請求項８
記載のカードエッジコネクタ。
【請求項１０】
前記弾性片は、前記コネクタハウジングに対して装着される保持体に複数本一体的に保持
されている請求項１ないし請求項９のいずれか１項に記載のカードエッジコネクタ。
【請求項１１】
前記弾性片が金属材料により構成されるとともに、前記保持体が絶縁材料により構成され
ている請求項１０記載のカードエッジコネクタ。
【請求項１２】
前記接触片は、片持ち状に形成されるとともにその自由端部が前記弾性片により押圧され
るようになっている請求項１ないし請求項１１のいずれか１項に記載のカードエッジコネ
クタ。
【請求項１３】
前記弾性片は、前記コネクタハウジングに対して装着される保持体に複数本一体的に保持
されており、
　前記弾性片は、基端部が前記保持体に固定された片持ち状に形成されるとともに、前記
保持体から前記接触片の基端側へ向けて一旦突出した後、前記接触片の自由端側へ向けて
折り返される形態とされている請求項１２記載のカードエッジコネクタ。
【請求項１４】
前記押さえ部材は、前記コネクタハウジングの周面を取り囲む略筒状に形成されている請
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求項２ないし請求項１３のいずれか１項に記載のカードエッジコネクタ。
【請求項１５】
前記端子金具が幅方向に複数並んで設けられるものであって、前記弾性片が前記各端子金
具に対応した本数設けられている請求項１ないし請求項１４のいずれか１項に記載のカー
ドエッジコネクタ。
【請求項１６】
前記配線基板の表裏両面に前記端子接続部が設けられるとともに、前記端子金具が前記配
線基板を挟んだ位置に一対配され、さらに前記弾性片が前記各接触片の前記配線基板側と
は反対側に一対配されている請求項１ないし請求項１５のいずれか１項に記載のカードエ
ッジコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カードエッジコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、配線基板の端部に対して嵌合接続されるカードエッジコネクタは、通常次のよう
な構成となっている。すなわち、コネクタハウジング内に接触片を有する雌型の端子金具
が収容されるとともに、コネクタハウジングに対して前方から挿入される配線基板の板面
に設けられた端子接続部に対して接触片が弾性変形しつつ接触されることで、所定の接圧
が得られるようになっている。なお、この種のカードエッジコネクタの一例として下記特
許文献１に記載されたものが知られている。
【特許文献１】特開２００２－３６７６９５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記したような構成のカードエッジコネクタが自動車のワイヤハーネスに用
いられる場合には、次のような問題が生じる。すなわち、端子金具は、ワイヤハーネスの
製造現場において電線に対して接続された後、電線群と共に組付現場へと搬送され、搬送
先の組付現場にてコネクタハウジング内に収容されるようになっている。このため、ワイ
ヤハーネスの製造過程や、組付現場への搬送過程では、端子金具は、全体が外部に露出し
た状態とされる。
【０００４】
　そして、この端子金具では、接触片を配線基板に接触させる都合上、配線基板側の面を
開口させて接触片を外部に露出させる構造を採用せざるを得ない。このため、上記ワイヤ
ハーネスの製造過程や、組付現場への搬送過程において、接触片に対して電線や他の部材
などが引っ掛かり易く、意図せず接触片が変形するなど損傷を受けるおそれがあった。特
に小型の端子金具では、接触片が僅かでも変形すると、設計した接圧を得ることが困難に
なるため、変形した端子金具を交換する必要があり、場合によってはワイヤハーネスごと
交換しなければならず、結果としてコスト高を招くおそれがあった。
【０００５】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、低コスト化を図ること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、配線基板の挿抜方向に沿って延びる形態とされ、途中に前記配線基板側に突
出して配線基板の板面に設けられた端子接続部に対して接触可能な接点部を備えた接触片
を有する端子金具と、前記端子金具が収容されるコネクタハウジングと、前記コネクタハ
ウジングに設けられるとともに、前記接触片を前記配線基板側とは反対側から弾性的に押
圧可能な弾性片とを備えている。
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【０００７】
　このようにすると、接触片が配線基板側とは反対側から弾性片により弾性的に押圧され
ることで、端子接続部に対する接点部の接圧を十分に得ることができ、もって配線基板と
端子金具とを良好に接続することができる。このように所望の接圧を得るための弾発力に
ついては、主に、或いは全て弾性片に分担させているので、仮に接触片に意図しない変形
などが多少生じていたとしても、その接圧への影響は軽微なものとなる。従って、多少変
形などが生じていてもその端子金具をそのまま使用することができ、端子金具の交換頻度
を低減できる。
【０００８】
　本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
（１）前記コネクタハウジングには、前記弾性片を前記配線基板側とは反対側から押さえ
て、前記弾性片を弾性変形状態に保つことが可能な押さえ部材が装着される構成とする。
これにより、押さえ部材により弾性片を押さえて弾性変形状態に保つようにしたから、十
分な接圧を得ることができる。
【０００９】
（２）前記押さえ部材は、前記弾性片を非押圧状態とされる仮装着位置と、前記弾性片を
押さえて弾性変形状態に保つ本装着位置とを移動可能な状態で前記コネクタハウジングに
対して保持される構成とする。このように、コネクタハウジングに端子金具を収容する際
や、配線基板を接触片に接触させる際に、押さえ部材をコネクタハウジングに対して仮装
着位置に保持させておけば、組み付けに必要な力を低減することができ、もって作業性が
良好なものとなる。一方、押さえ部材を本装着位置へ移動させることで、十分な接圧を得
ることができる。
【００１０】
（３）前記コネクタハウジングには、収容した前記端子金具に対して係止することで、前
記端子金具を抜け止め可能なリテーナが装着されているものにおいて、前記押さえ部材に
は、前記仮装着位置では、前記リテーナの装着を許容するリテーナ挿通孔が形成されると
ともに、前記本装着位置では、前記リテーナに対して係合することでリテーナを抜け止め
可能なリテーナ抜け止め部が設けられる構成とする。これにより、押さえ部材を仮装着位
置に装着した状態で、リテーナ挿通孔を通してリテーナをコネクタハウジングに装着する
ことができる。さらには、押さえ部材を本装着位置に移動させることで、リテーナ抜け止
め部によりリテーナを抜け止めすることができる。
【００１１】
（４）前記弾性片は、前記コネクタハウジングに対し、前記配線基板側とは反対側に遊動
可能な状態で装着される構成とする。これにより、押さえ部材により弾性片を押さえる前
の段階で、配線基板の端子接続部を接触片に接触させると、弾性片が配線基板側とは反対
側に遊動して逃がされるので、組み付けに必要な力を低減することができる。
【００１２】
（５）前記コネクタハウジングには、前記端子金具を挿入可能なキャビティが設けられて
おり、このキャビティの周壁の一部を切り欠くことによって、前記弾性片を収容可能な弾
性片収容空間が形成されているものにおいて、前記キャビティの周壁のうち、前記弾性片
収容空間に隣接する部分には、前記弾性片の端部に引っ掛け可能とされる引っ掛け壁が形
成される構成とする。これにより、引っ掛け壁によって遊動状態でコネクタハウジングに
装着される弾性片の脱落を防止できる。
【００１３】
（６）前記押さえ部材は、前記弾性片を非押圧状態とされる仮装着位置と、前記弾性片を
押さえて弾性変形状態に保つ本装着位置とを移動可能な状態で前記コネクタハウジングに
対して保持されており、前記押さえ部材には、前記仮装着位置において前記弾性片の端部
に引っ掛け可能とされる引っ掛け部が形成される構成とする。これにより、引っ掛け部に
よって遊動状態でコネクタハウジングに装着される弾性片の脱落を防止できる。
【００１４】
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（７）前記配線基板が、略筒状をなすとともに前記コネクタハウジングに対して嵌合可能
とされる相手コネクタハウジング内に保持されるものにおいて、前記押さえ部材には、前
記相手コネクタハウジングに設けられた被ロック部に対して係止することで、両コネクタ
ハウジングを嵌合状態に保持可能なロック部が設けられる構成とする。これにより、コネ
クタハウジングに対して相手コネクタハウジングを嵌合すると、配線基板の端子接続部に
対して端子金具の接触片が接触される。このとき、押さえ部材のロック部が相手コネクタ
ハウジングの被ロック部に係止することで、両コネクタハウジングが嵌合状態に保持され
る。
【００１５】
（８）前記押さえ部材は、前記弾性片を非押圧状態とされる仮装着位置と、前記弾性片を
押さえて弾性変形状態に保つ本装着位置とを移動可能な状態で前記コネクタハウジングに
対して保持され、且つ前記両コネクタハウジングを嵌合した状態で、前記押さえ部材が前
記本装着位置に至ると、前記ロック部が前記被ロック部に係止されるようになっている構
成とする。これにより、両コネクタハウジングを嵌合した後、押さえ部材を本装着位置へ
移動させると、弾性片が押さえ部材により押圧されて十分な接圧が発揮されるとともに、
ロック部が被ロック部に係止することで両コネクタハウジングが嵌合状態に保持される。
両コネクタハウジングがロックされていれば、弾性片が押さえ部材により押されて十分な
接圧が得られていることが保証されるので、接続信頼性が高い。
【００１６】
（９）前記弾性片は、前記コネクタハウジングに対して装着される保持体に複数本一体的
に保持される構成とする。これにより、複数本の弾性片を保持体により一体に取り扱うこ
とができる。
【００１７】
（１０）前記弾性片が金属材料により構成されるとともに、前記保持体が絶縁材料により
構成されるものとする。このように、弾性片が金属材料からなるので、長期間にわたって
良好な弾性力を発揮することができ、保持体が絶縁材料からなるので、弾性片が接触片に
接触したとき、端子金具間で短絡することが防止される。
【００１８】
（１１）前記接触片は、片持ち状に形成されるとともにその自由端部が前記弾性片により
押圧されるようになっている構成とする。このように、接触片の自由端部が弾性片により
弾性的に押圧されるので、良好な接圧を得ることができる。
【００１９】
（１２）前記弾性片は、前記コネクタハウジングに対して装着される保持体に複数本一体
的に保持されており、前記弾性片は、基端部が前記保持体に固定された片持ち状に形成さ
れるとともに、前記保持体から前記接触片の基端側へ向けて一旦突出した後、前記接触片
の自由端側へ向けて折り返される形態とされる構成とする。このように、弾性片を片持ち
の折り返し形状とすることで、その延面距離を長くすることができるので、良好な接圧を
得ることができる。
【００２０】
（１３）前記押さえ部材は、前記コネクタハウジングの周面を取り囲む略筒状に形成され
る構成とする。これにより、弾性片が弾性変形したとき、押さえ部材にはコネクタハウジ
ングから離間する方向への力が作用することになるが、押さえ部材がコネクタハウジング
の周面を取り囲む略筒状に形成されているので、上記力による押さえ部材の変位が抑制さ
れ、もって接触片に対して付与される弾性力が低減するのが防止され、高い接続信頼性が
得られる。
【００２１】
（１４）前記端子金具が幅方向に複数並んで設けられるものであって、前記弾性片が前記
各端子金具に対応した本数設けられる構成とする。これにより、各弾性片が対応する各端
子金具の接触片を個別に押圧するから、仮に１本の弾性片が複数の接触片を押圧する場合
と比較して、各接触片に対して均等に弾性力を付与することができる。
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【００２２】
（１５）前記配線基板の表裏両面に前記端子接続部が設けられるとともに、前記端子金具
が前記配線基板を挟んだ位置に一対配され、さらに前記弾性片が前記各接触片の前記配線
基板側とは反対側に一対配される構成とする。これにより、配線基板の表裏両側から各弾
性片によって各接触片が配線基板へ向けて押圧されるから、接続信頼性を一層向上させる
ことができる。また、多極のものにも容易に対応することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、低コスト化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　＜実施形態＞
　本発明の一実施形態を図１ないし図１６によって説明する。本実施形態では、自動車の
ワイヤハーネスに用いられるカードエッジコネクタ２０について例示する。このカードエ
ッジコネクタ２０には、配線基板１２を一体的に保持した相手コネクタ１０が嵌合可能と
される。なお、以下では、両コネクタ１０，２０における嵌合面側を前方、反対側を後方
とし、また上下方向については図５などを基準とする。
【００２５】
　先に相手コネクタ１０について簡単に説明する。相手コネクタ１０は、図１０及び図１
１に示すように、全体として略筒状をなす相手コネクタハウジング１１（以下、単に相手
ハウジング１１という）と、相手ハウジング１１内に保持される配線基板１２とから構成
される。相手ハウジング１１は、金属製とされるとともに、カードエッジコネクタ２０を
内嵌可能な角筒状に形成されており、その上部の前端部にはカードエッジコネクタ２０側
のロック部５２が係止可能な被ロック部１３が形成されている。被ロック部１３は、相手
ハウジング１１のうち上壁部を上下に貫通する略四角形の孔状に形成されている。配線基
板１２は、合成樹脂製とされるとともに平板状に形成されており、その表裏両面に図示し
ない導電路及び端子接続部が形成されている。配線基板１２は、その前端面が被ロック部
１３よりも後方に奥まった位置に配される。
【００２６】
　続いて、カードエッジコネクタ２０について説明する。カードエッジコネクタ２０は、
大まかには、図１に示すように、ワイヤハーネスの電線Ｗの端末に接続される複数本の端
子金具２１と、端子金具２１が収容されるコネクタハウジング２２（以下、単にハウジン
グ２２という）と、それぞれハウジング２２に装着される上下一対の弾性片ユニット２３
、カバー２４、及び上下一対のリテーナ２５とから構成される。なお、図１では、下段側
の各端子金具２１、弾性片ユニット２３、及びリテーナ２５について図示を省略している
。
【００２７】
　端子金具２１は、図４ないし図６に示すように、導電性に優れた金属板をプレス成形す
ることで所定形状に成形されている。端子金具２１は、配線基板１２に対して接続可能な
基板接続部２６と、電線Ｗに対して接続可能な電線接続部２７とを前後に繋いだ構成とさ
れる。電線接続部２７は、電線Ｗの端部に露出した芯線部分に対してかしめ付けられるワ
イヤバレル部２７ａと、電線Ｗの被覆部分に対してかしめ付けられるインシュレーション
バレル部２７ｂとを前後に繋いだ構成とされる。
【００２８】
　基板接続部２６は、底壁２６ａと、底壁２６ａの両端から立ち上がる一対の側壁２６ｂ
，２６ｃと、両側壁２６ｂ，２６ｃのうち一方の側壁２６ｂの突出端から他方の側壁２６
ｃ側へ突出して底壁２６ａと対向する天井壁２６ｄと、他方の側壁２６ｃの突出端から一
方の側壁２６ｂ側へ突出して天井壁２６ｄの外側に重ね合わせられる外壁２６ｅとにより
、全体として前後に開口した略箱型に形成されている。
【００２９】
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　天井壁２６ｄは、一方の側壁２６ｂのうち後端部に連結された短い板状をなしており、
その前端からは、前後方向（配線基板１２の挿抜方向）に沿って延びる接触片２８が形成
されている。接触片２８は、片持ち状をなしており、詳しくは天井壁２６ｄから底壁２６
ａへ向けてほぼ垂直に屈曲され、底壁２６ａの内面に当接したところで、再度外壁２６ｅ
側へ向けて斜め前方へ延出した後、自由端部２８ａの手前で再度底壁２６ａ側へ略Ｕ字型
に屈曲されてから、自由端部２８ａがほぼ水平に（底壁２６ａに並行して）前方へ突出す
る形態とされる。接触片２８は、底壁２６ａとの後側の当接部位を支点として弾性変形可
能とされ、それに伴い上下方向（内側の配線基板１２や外側の弾性片５０に対して接離す
る方向）に変位されるようになっている。
【００３０】
　接触片２８は、底壁２６ａ、天井壁２６ｄ及び外壁２６ｅよりも幅狭に形成されている
ものの、自由端部２８ａは部分的に拡幅している。接触片２８のうち、自由端部２８ａの
手前で（途中で）底壁２６ａ側へ突出する部分が配線基板１２に対して接触可能な接点部
２９とされている。底壁２６ａのうち前端部を除いた前半部分には、上記接点部２９を内
向きに外部へ露出させる第１開口部３０が切欠形成されている。この第１開口部３０は、
両側壁２６ｂ，２６ｃの基端部についても所定高さ分（ハウジング２２に収容された状態
で後述する基板挿入空間３８の縁辺に沿った分）切り欠いて形成されている。この第１開
口部３０によって接点部２９は、底壁２６ａにおける第１開口部３０よりも後側部分の底
面（外面）とほぼ同じ位置まで突出する。なお、底壁２６ａのうち第１開口部３０よりも
前側の前端部（反転規制部）は、接触片２８が斜めに延びてその先端が外側に出る分だけ
後側部分よりも外側に位置している。一方、外壁２６ｅの前半部分には、接触片２８のう
ち接点部２９及び自由端部２８ａを含んだ前側部分を外向きに外部に露出させる第２開口
部３１が形成されている。この第２開口部３１は、両側壁２６ｂ，２６ｃの突出端部のう
ち前端部を除いた前半部分についても所定高さ分切り欠いて形成されている。
【００３１】
　底壁２６ａのうち第１開口部３０よりも前側の前端部は、接触片２８の自由端部２８ａ
における底壁２６ａ側を向いた内面（配線基板１２側を向いた面）に係合することで、接
触片２８が反転方向へ変形、つまり内向きに変位するのを規制可能な反転防止部３２とさ
れる。接触片２８は、自然状態でこの反転防止部３２に当接される。両側壁２６ｂ，２６
ｃの前端部の突出端からは、接触片２８の自由端部２８ａにおける外壁２６ｅ側を向いた
外面（弾性片５０側を向いた面）に係合することで、接触片２８が過度撓みするのを規制
可能な過度撓み規制部３３が内向きに屈曲して形成されている。接触片２８は、自然状態
ではこの過度撓み規制部３３から離間している。また、両側壁２６ｂ，２６ｃの前端面か
らは、前方へ突出する嵌合凸部３４が設けられている。また、底壁２６ａのうち切り欠き
部よりも後側部分には、係止孔３５が貫通形成されている。また、天井壁２６ｄの突出端
からは、外壁２６ｅに形成した孔を通して、端子金具２１の挿入動作を案内可能なスタビ
ライザ３６が突出形成されている。
【００３２】
　次に、ハウジング２２について説明する。ハウジング２２は、合成樹脂製とされ、図２
ないし図６に示すように、全体として横長な略ブロック状に形成されている。ハウジング
２２内には、後方へ開口するキャビティ３７が設けられ、ここに端子金具２１が後方から
挿入可能とされる。キャビティ３７は、上下に（配線基板１２の表側及び裏側に）２段、
幅方向に複数室、ほぼ等間隔に並列して設けられている。上下の各キャビティ３７に収容
される端子金具２１は、互いの接点部２９や底壁２６ａを対向させ、且つ互いの外壁２６
ｅを反対側に向けた姿勢、つまり互いに背中合わせの姿勢とされる（図５）。
【００３３】
　ハウジング２２の前面には、上下の各キャビティ３７に連通するとともに前方へ開口す
る形態の基板挿入空間３８（基板挿入口）が形成され、ここに前方から配線基板１２が挿
入可能とされる。基板挿入空間３８は、上下に並ぶキャビティ３７間を仕切る隔壁３７ａ
、及び幅方向に並ぶキャビティ３７間を仕切る各側壁３７ｂを切り欠くとともに、ハウジ
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ング２２の両側端部を除いた範囲にわたって横断する形態とされる。この基板挿入空間３
８の深さは、接触片２８の長さ寸法よりも短くなる設定（例えば約半分程度）とされる。
端子金具２１をキャビティ３７内に収容した状態では、端子金具２１の第１開口部３０が
基板挿入空間３８と一致し、基板挿入空間３８内に接点部２９が進入することになる。
【００３４】
　一方、ハウジング２２のうち配線基板１２の板面に沿った外面である上面及び下面には
、上下の各キャビティ３７を上下方向に沿って外部に開口させるとともに、後述する弾性
片５０を収容可能な弾性片収容空間３９がそれぞれ形成されている。弾性片収容空間３９
は、各キャビティ３７の周壁のうち隔壁３７ａとは反対側の外壁３７ｃのうち前端部を除
いた前半部分を、上下に貫通するよう切り欠いて形成されている。キャビティ３７の外壁
３７ｃの前端部、つまり弾性片収容空間３９の前側に隣接する部分は、弾性片５０の自由
端部５０ｂを引っ掛け可能な引っ掛け壁４０とされる。
【００３５】
　弾性片収容空間３９は、幅方向に並んだ各キャビティ３７（各弾性片５０）毎に仕切り
壁４１によって個別に仕切られている（図２）。仕切り壁４１は、前後方向に沿って延出
するとともに、キャビティ３７の側壁３７ｂと略面一状をなしつつ連結されている。各仕
切り壁４１の後端部、及びハウジング２２の両側端部のうち仕切り壁４１と対向する内面
には、後述する弾性片５０を一体に保持する保持体５１が装着可能な装着凹部４２が横切
るようにして形成されている。装着凹部４２は、各仕切り壁４１及びハウジング２２の両
側端部を外側（配線基板１２側とは反対側）へ開口する形態とされ、これにより保持体５
１の遊動が許容される。また、装着凹部４２は、その後端部がより深く形成されることで
、保持体５１の傾動が許容される。
【００３６】
　また、上下のキャビティ３７間の隔壁３７ａにおける前端部には、各端子金具２１の係
止孔３５内に進入してその孔縁に係止することで、端子金具２１を抜け止め保持可能な端
子係止部４３が形成されている。ハウジング２２の上下外面における弾性片収容空間３９
よりも後側部分には、リテーナ２５が装着可能なリテーナ取付孔４４がキャビティ３７に
連通しそれぞれ上下に開口して形成されている。リテーナ２５は、キャビティ３７から退
避して端子金具２１の挿抜を許容する仮係止位置（図７）と、キャビティ３７内に進出し
て端子金具２１のうち基板接続部２６の後端段部に係止することで端子金具２１を抜け止
め可能な本係止位置（図１０）との間を移動可能な状態で、図示しない保持手段により保
持される。本係止位置ではリテーナ２５の外面は、ハウジング２２の上下面と面一状をな
す。また、キャビティ３７の前壁の内面には、端子金具２１の嵌合凸部３４が嵌合可能な
嵌合凹部４５が形成されている。
【００３７】
　ハウジング２２の両外側面には、後述するカバー２４の保持片５８を受け入れ可能な保
持片受入溝部４６がそれぞれ凹み形成されている（図４及び図６）。保持片受入溝部４６
の後側には、抜け止め壁部４７が一対形成され、両抜け止め壁部４７における保持片受入
溝部４６側を向いた端面に対して保持片５８が突き当て可能とされる。保持片受入溝部４
６のうち、両抜け止め壁部４７から所定長さ分（保持片５８の自由端部５８ｃの長さ寸法
分）の距離を空けた前方位置には、カバー保持突部４８が突出して形成されている。なお
、上下の両抜け止め壁部４７間には、ハウジング２２を樹脂成形する際にカバー保持突部
４８を後方へ型抜きするための型抜き溝が形成されている。その一方、ハウジング２２の
うち配線基板１２の板面に沿った外面である上面の後端部には、カバー２４のコネクタロ
ック片５３を逃がすための逃がし溝部４９が後方へ開放する形態で形成されている。
【００３８】
　続いて、弾性片ユニット２３について説明する。弾性片ユニット２３は、図２ないし図
５に示すように、金属材料からなる複数本の弾性片５０と、各弾性片５０を一体的に保持
する保持体５１とから構成されている。保持体５１は、絶縁性を有する合成樹脂製とされ
るとともに、全体がハウジング２２の幅方向に沿って細長い略ブロック状をなしている。
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この保持体５１は、ハウジング２２の装着凹部４２に対して遊嵌・遊挿状態で装着される
ようになっており、装着状態では外側、つまり配線基板１２側とは反対側へ遊動可能とさ
れる。
【００３９】
　各弾性片５０は、保持体５１に対してインサートされることで一体化されている。弾性
片５０は、その基端部５０ａが保持体５１に固定された片持ち状に形成されており、詳し
くは保持体５１の後端面から後方（接触片２８の基端側）へ向けて一旦突出した後、略Ｕ
字型に折り返されてから前方（接触片２８の自由端側）へ向けてほぼ水平に（配線基板１
２の板面に並行して）延出し、その後自由端部５０ｂの手前位置で斜め内向き（配線基板
１２や接触片２８に接近する向き）に屈曲されてから、自由端部５０ｂがほぼ水平に前方
へ突出する形態とされる。この弾性片５０は、途中で幅寸法が変化しており、基端部５０
ａから途中の水平部分までが幅広部分とされるのに対し、斜め内向きに屈曲されてから自
由端部５０ｂまでが幅狭部分とされている。この弾性片５０は、保持体５１に固定された
基端部５０ａを支点として弾性変形可能とされ、それに伴い上下方向（配線基板１２や接
触片２８に対して接離する方向）に変位されるようになっている。この弾性片５０は、外
側に開くよう弾性変形したとき、保持体５１の前端部に係合することで、その可動範囲が
規制可能とされる。この弾性片５０は、弾性変形時の弾発力が接触片２８よりも高くなっ
ている。
【００４０】
　そして、弾性片５０のうち幅狭部分が、第２開口部３１を通って基板接続部２６内に進
入可能とされる。この幅狭部分の幅寸法は、基板接続部２６の両過度撓み規制部３３間の
間隔よりも小さく設定されているので、自由端部５０ｂが両過度撓み規制部３３間を挿通
可能とされる。この弾性片５０における自由端部５０ｂが接触片２８の自由端部２８ａに
対して当接可能とされる。そして、この弾性片５０により接触片２８を外側（配線基板１
２側とは反対側）から内向きに弾性的に押圧可能とされている。
【００４１】
　次に、カバー２４について説明する。カバー２４は、金属製とされるとともに、図３な
いし図６に示すように、全体がハウジング２２の外周面を取り囲むことが可能な略角筒状
に形成されている。カバー２４のうち、ハウジング２２の上面側を覆う上部２４ａには、
相手コネクタ１０を嵌合状態に保持するためのロック部５２を備えたコネクタロック片５
３が設けられている。詳しくは、カバー２４の上部２４ａにおける後端部には、所定幅の
切欠部が形成されるとともに、その切欠部の周縁後端部を架橋する架橋部５４が形成され
ており、この架橋部５４から片持ち状のコネクタロック片５３が前方へ突出して設けられ
ている。コネクタロック片５３は、上下方向に沿って弾性変形可能とされる。そして、コ
ネクタロック片５３の上面には、相手コネクタ１０の被ロック部１３に対して係止可能な
ロック部５２が上方へ突出して設けられている。
【００４２】
　カバー２４のうち上部２４ａ及び下部２４ｂ（配線基板１２の板面に沿った部分）には
、リテーナ２５を挿通可能なリテーナ挿通孔５５がそれぞれ形成されている。カバー２４
の上部２４ａ及び下部２４ｂのうち、リテーナ挿通孔５５の後側部分がリテーナ２５を抜
け止め可能なリテーナ抜け止め部５６とされる。そして、カバー２４の上部２４ａ及び下
部２４ｂのうち、リテーナ挿通孔５５の前側部分は、詳細は後述するが各弾性片５０を押
さえ付けて弾性変形状態に保持可能な押さえ部５７とされている。
【００４３】
　カバー２４のうち両側部２４ｃには、スリットを入れることで片持ち状の保持片５８が
それぞれ形成されている。保持片５８は、後端側が側部２４ｃから切り離された形態とさ
れ、前端側の基端部５８ａを支点として、幅方向に沿って弾性変形可能とされる。保持片
５８は、基端部５８ａから一旦斜め内向きに屈曲されて傾斜部５８ｂが形成された後、自
由端部５８ｃが側部２４ｃと並行して後方へ延びる形態とされる。この保持片５８のうち
、側部２４ｃよりも内側に突出した自由端部５８ｃには、ハウジング２２側のカバー保持
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突部４８が嵌合可能な保持孔５９が形成されている。
【００４４】
　上記した構成のカバー２４は、ハウジング２２に対して後方から組み付けられるととも
に、押さえ部５７が弾性片５０を非押圧状態とされる後ろ寄りの仮装着位置と、押さえ部
５７が弾性片５０を押圧する前寄りの本装着位置との２位置に選択的に保持可能とされ、
２位置間を前後方向に沿って移動可能とされる。
【００４５】
　詳しくは、ハウジング２２に対してカバー２４が仮装着位置に装着されると、図１１に
示すように、保持片５８の自由端部５８ｃが保持片受入溝部４６内に進入し、その先端面
が抜け止め壁部４７に突き当たるとともに、傾斜部５８ｂがカバー保持突部４８の後面に
当接することで、カバー２４が仮装着位置から前後にがたつきなく保持される。一方、ハ
ウジング２２に対してカバー２４が本装着位置に装着されると、図１６に示すように、保
持片５８の保持孔５９内にカバー保持突部４８が嵌合することで、カバー２４が本装着位
置から前後にがたつきなく保持される。
【００４６】
　仮装着位置では、図１０に示すように、押さえ部５７は、全体として弾性片ユニット２
３の後側に退避しているものの、その前端部については弾性片収容空間３９側に僅かに突
出しており、ここが各弾性片５０の後端部（折り返し部分）に対して引っ掛けられる引っ
掛け部６０とされている。引っ掛け部６０は、弾性片ユニット２３のうち保持体５１より
は後側に退避していて保持体５１の遊動が許容される。また、仮装着位置では、カバー２
４の後端部がハウジング２２の後端面よりも後方へ突出しているとともに、リテーナ挿通
孔５５がリテーナ取付孔４４に整合して連通している。
【００４７】
　一方、本装着位置では、図１５に示すように、押さえ部５７が弾性片ユニット２３の保
持体５１の外側に配されてその外面に当接されることで、保持体５１を介して弾性片５０
を押さえ付けることができるようになっている。詳しくは、本装着位置では、押さえ部５
７の前端が保持体５１の前端よりも前方へ突出して保持体５１のほぼ全域（後端部の僅か
な部分を除く）が押さえられることで、保持体５１が浮き上がることなく装着凹部４２内
に収まってほぼ水平な状態に保たれる。
【００４８】
　また、この本装着位置では、カバー２４の後端面がハウジング２２の後端面とほぼ面一
状をなすとともに、コネクタロック片５３のロック部５２が相手コネクタ１０の被ロック
部１３内に進入可能な位置（ロック位置）に配される。また、このときリテーナ抜け止め
部５６がリテーナ２５の外面に係合することで、リテーナ２５が抜け止めされる。
【００４９】
　本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。まず、カードエッ
ジコネクタ２０の組み付け手順を説明する。端子金具２１は、ワイヤハーネスの製造現場
において各電線Ｗに圧着接続された後、電線Ｗ群と共にハウジング２２との組付現場へと
搬送される。
【００５０】
　その一方、ハウジング２２には、図７に示すように、リテーナ２５、弾性片ユニット２
３、及びカバー２４を組み付けておく。このとき、カバー２４を仮装着位置に、リテーナ
２５を仮係止位置にそれぞれ装着しておく。この状態では、保持体５１が装着凹部４２内
に遊嵌されて外側へ遊動可能とされるとともに、各弾性片５０が仕切り壁４１間の弾性片
収容空間３９内に収容されてその自由端部５０ｂがキャビティ３７内に進入しているもの
の基板挿入空間３８には達しない。この弾性片５０の自由端部５０ｂの外側には、所定の
隙間を空けて引っ掛け壁４０が対向しているとともに、弾性片５０の後端部（折り返し部
分）の外側には、カバー２４の引っ掛け部６０が近接した位置に対向して配されている。
これら引っ掛け壁４０及び引っ掛け部６０に弾性片５０が引っ掛かることで、弾性片ユニ
ット２３がハウジング２２から脱落するのが防止される。
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【００５１】
　組付現場では、上記した状態のハウジング２２に対し、ワイヤハーネスを構成する電線
Ｗに接続した各端子金具２１を収容する作業を行う。端子金具２１をハウジング２２のキ
ャビティ３７内に後方から挿入し、正規深さに達すると、図８に示すように、端子係止部
４３が係止孔３５内に進入してその孔縁に係止することで、端子金具２１が抜け止め状態
に保持される。この過程では、接触片２８の自由端部２８ａにより弾性片５０の自由端部
５０ｂが外側へ押圧されることで、保持体５１が僅かに浮き上がるよう外側に遊動される
。保持体５１が逃がされることで、弾性片５０には殆どまたは全く弾性変形が生じていな
い。この状態では、接触片２８の接点部２９が基板挿入空間３８内に突出した状態で配さ
れるとともに、その自由端部２８ａの外面に対して弾性片５０の自由端部５０ｂが外側か
ら当接される。全ての端子金具２１を挿入し終えてから、リテーナ２５を本係止位置へ押
し込むと、図９ないし図１１に示すように、リテーナ２５がキャビティ３７内に進入して
基板接続部２６の後端段部に係止することで、端子金具２１が二次的に抜け止め保持され
る。
【００５２】
　上記のようにしてカードエッジコネクタ２０の組み付けを終えたら、続いて相手コネク
タ１０に対して嵌合する作業を行う。作業者がカードエッジコネクタ２０のカバー２４を
把持してこれを相手ハウジング１１内に嵌合していくと、配線基板１２が前端側から基板
挿入空間３８内に挿入される。この過程では、各接触片２８は、接点部２９が配線基板１
２により押されることで、外側に開くようにして弾性変形される。これに伴い、各接触片
２８の自由端部２８ａに当接した各弾性片５０の自由端部５０ｂも外側へ押される。この
とき、装着凹部４２に遊嵌された保持体５１が引っ掛け部６０との当接箇所を支点として
さらに外側へ傾きつつ浮き上がるようにして遊動されることで、弾性片５０の自由端部５
０ｂが外側へ変位するので、弾性片５０は殆どまたは全く弾性変形しない。従って、この
嵌合過程では、各接触片２８を弾性変形させるのに必要な力が主に嵌合抵抗として作用し
、接触片２８と比較して弾発力が大きな弾性片５０を殆どまたは全く撓ませないので、嵌
合作業に必要な操作力が低減されるとともに、接触片２８の接点部２９と配線基板１２の
端子接続部とが摺動するのに伴って生じる摩耗を抑制できる。
【００５３】
　図１２及び図１３に示すように、配線基板１２の前端面が基板挿入空間３８の奥端面に
突き当たった状態から、さらにカードエッジコネクタ２０のカバー２４を前方へ押し込む
と、その押し込み力によって、カバー２４の保持片５８の傾斜部５８ｂがハウジング２２
のカバー保持突部４８に乗り上げるとともに保持片５８が外側に弾性変形されることで、
仮装着位置でのロック状態が解除される。そして、カバー２４は、ハウジング２２に対し
て相対的に前方へ移動して本装着位置に達する。カバー２４が本装着位置に至ると、図１
４ないし図１６に示すように、保持片５８の保持孔５９に対してカバー保持突部４８が嵌
合してその孔縁に係止することで、カバー２４が本装着位置に保持される。
【００５４】
　この過程では、カバー２４の押さえ部５７が前進することで、傾いた姿勢で浮き上がっ
ていた保持体５１が内側に押し込まれて、再び装着凹部４２内に収められるとともにほぼ
水平な姿勢に戻される。各弾性片５０の基端部５０ａが固定された保持体５１が内側へ変
位するのに対し、各弾性片５０の自由端部５０ｂが接触片２８の自由端部２８ａに当接し
ていて不動であるため、このとき各弾性片５０は弾性変形する。この弾性片５０の弾発力
は、その自由端部５０ｂから接触片２８の自由端部２８ａに伝達され、もって配線基板１
２の端子接続部に対する接触片２８の接点部２９の接圧が増大される。本装着位置に達し
た状態では、押さえ部５７が保持体５１の外面に当接してこれを押さえ付けることで、保
持体５１を介して弾性片５０が弾性変形した状態に保たれることになる。
【００５５】
　カバー２４が本装着位置に至る過程では、一旦コネクタロック片５３が逃がし溝部４９
内に退避しつつ弾性変形され、本装着位置に達すると、コネクタロック片５３が復元する
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とともにロック部５２が被ロック部１３内に進入してその孔縁に係止される。これにより
、両ハウジング１１，２２が正規の嵌合状態から抜け止め状態に保持される。カバー２４
を押し込んだ後、再び引き抜こうとしても上記ロックによりカードエッジコネクタ２０が
外れなければ、カバー２４が本装着位置に達していて弾性片５０が確実に弾性変形して所
望の接圧が得られていることが保証されるので、接続信頼性が高い。また、本装着位置で
は、リテーナ２５がリテーナ抜け止め部５６により抜け止め状態に保持される。
【００５６】
　なお、上記した組み付け手順は適宜に変更可能であり、例えば相手コネクタ１０を嵌合
する作業を行う前に、先にカバー２４を本装着位置に移動させるようにしてもよい。
【００５７】
　以上説明したように本実施形態によれば、ハウジング２２に接触片２８を配線基板１２
側とは反対側から弾性的に押圧可能な金属材料からなる弾性片５０を設けるようにしたか
ら、端子接続部に対する接触片２８の接点部２９の接圧を十分に得ることができ、もって
配線基板１２と端子金具２１とを良好に接続することができる。弾性片５０は、金属材料
からなるので、長期間にわたって良好な弾性力を発揮することができる。このように所望
の接圧を得るための弾発力については、主に弾性片５０に分担させているので、例えば、
ワイヤハーネスの製造工程やハウジング２２に対する組付現場への搬送過程などで、外部
に露出した接触片２８に意図しない変形などが多少生じていたとしても、その接圧への影
響は軽微なものとなる。従って、多少変形などが生じていてもその端子金具２１をそのま
ま使用することができ、端子金具２１の交換頻度を低減できる。もって、低コスト化を図
ることができる。
【００５８】
　また、ハウジング２２には、弾性片５０を配線基板１２側とは反対側から押さえて、弾
性片５０を弾性変形状態に保つことが可能なカバー２４を装着するようにしたから、十分
な接圧を得ることができる。
【００５９】
　また、カバー２４は、弾性片５０を非押圧状態とされる仮装着位置と、弾性片５０を押
さえて弾性変形状態に保つ本装着位置とを移動可能な状態でハウジング２２に対して保持
可能とされるから、ハウジング２２に端子金具２１を収容する際や、配線基板１２を接触
片２８に接触させる際に、カバー２４をハウジング２２に対して仮装着位置に保持させて
おけば、組み付けに必要な力を低減することができ、もって作業性が良好なものとなる。
一方、カバー２４を本装着位置へ移動させることで、十分な接圧を得ることができる。
【００６０】
　また、カバー２４には、仮装着位置では、端子金具２１を抜け止めするためのリテーナ
２５の装着を許容するリテーナ挿通孔５５が形成されるとともに、本装着位置では、リテ
ーナ２５に対して係合することでリテーナ２５を抜け止め可能なリテーナ抜け止め部５６
が設けられているから、カバー２４を仮装着位置に装着した状態で、リテーナ挿通孔５５
を通してリテーナ２５をハウジング２２に装着することができる。さらには、カバー２４
を本装着位置に移動させることで、リテーナ抜け止め部５６によりリテーナ２５を抜け止
めすることができる。利便性に優れる。
【００６１】
　また、弾性片５０は、ハウジング２２に対して配線基板１２とは反対側に遊動可能な状
態で装着されているから、カバー２４により弾性片５０を押さえる前の段階で、配線基板
１２の端子接続部を接触片２８に接触させると、弾性片５０が配線基板１２側とは反対側
に遊動して逃がされるので、組み付けに必要な力を低減することができる。
【００６２】
　また、ハウジング２２には、端子金具２１を挿入可能なキャビティ３７が設けられてお
り、このキャビティ３７の周壁を一部切り欠くことによって、弾性片５０を収容可能な弾
性片収容空間３９が形成されているものにおいて、キャビティ３７の周壁のうち弾性片収
容空間３９に隣接する部分には、弾性片５０の端部に引っ掛け可能とされる引っ掛け壁４
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０が形成されているから、遊動状態でハウジング２２に対して装着される弾性片５０の脱
落を防止することができる。
【００６３】
　また、カバー２４には、仮装着位置において弾性片５０の端部に引っ掛け可能とされる
引っ掛け部６０が設けられているから、遊動状態でハウジング２２に対して装着される弾
性片５０の脱落を防止することができる。
【００６４】
　また、配線基板１２が略筒状をなすとともにハウジング２２に対して嵌合可能とされる
相手ハウジング１１内に保持されるものにおいて、カバー２４には、相手ハウジング１１
に設けられた被ロック部１３に係止することで、両ハウジング１１，２２を嵌合状態に保
持可能なロック部５２が設けられているから、両ハウジング１１，２２が嵌合して配線基
板１２の端子接続部に端子金具２１の接触片２８が接触した状態を保つことができる。そ
の上、両ハウジング１１，２２を嵌合した状態でカバー２４が本装着位置に至ると、ロッ
ク部５２が被ロック部１３に係止されるようになっているから、両ハウジング１１，２２
がロックされていれば、弾性片５０がカバー２４の押さえ部５７により押されて十分な接
圧が得られていることが保証されるので、接続信頼性を高く保つことができる。
【００６５】
　また、弾性片５０は、ハウジング２２に対して装着される保持体５１に複数本一体的に
保持されているから、複数本の弾性片５０を保持体５１により一体に取り扱うことができ
る。しかも、保持体５１が絶縁材料により構成されているから、弾性片５０が接触片２８
に接触したとき、端子金具２１間で短絡することが防止される。
【００６６】
　また、接触片２８は、片持ち状に形成されるとともに、その自由端部２８ａが弾性片５
０により弾性的に押圧されるようになっているから、良好な接圧を得ることができる。し
かも、弾性片５０は、基端部５０ａが保持体５１に固定された片持ち状に形成されるとと
もに、保持体５１から接触片２８の基端側へ向けて一旦突出した後、接触片２８の自由端
側へ向けて折り返される形態とされているから、弾性片５０の延面距離を長くすることが
でき、良好な接圧を得ることができる。
【００６７】
　また、カバー２４は、ハウジング２２の周面を取り囲む略筒状に形成されている。これ
により、弾性片５０が弾性変形したとき、カバー２４にはハウジング２２から離間する方
向への力が作用することになるが、カバー２４がハウジング２２の周面を取り囲む略筒状
に形成されているので、上記力によるカバー２４の変位が抑制され、もって接触片２８に
対して付与される弾性力が低減するのが防止され、高い接続信頼性が得られる。
【００６８】
　また、端子金具２１が幅方向に複数本並んで設けられるとともに、弾性片５０が各端子
金具２１に対応した本数設けられており、各弾性片５０が対応する各端子金具２１の接触
片２８を個別に押圧するから、仮に１本の弾性片が複数の接触片を押圧する場合と比較し
て、各接触片２８に対して均等に弾性力を付与することができる。
【００６９】
　また、配線基板１２の表裏両面に端子接続部が設けられるとともに、端子金具２１が配
線基板１２を挟んだ位置に一対配され、さらに弾性片５０が各接触片２８の配線基板１２
とは反対側に一対配されているから、配線基板１２の表裏両側から各弾性片５０によって
各接触片２８が配線基板１２へ向けて押圧され、接続信頼性を一層向上させることができ
る。また、多極のものにも容易に対応することができる。
【００７０】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００７１】
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　（１）上記した実施形態では、弾性片が保持体に対してインサートされた場合を例示し
たが、インサートに限らず、例えば保持体に形成した圧入溝に対して各弾性片を圧入保持
するようにして一体化を図るようにしてもよい。
【００７２】
　（２）上記した実施形態では、弾性片が保持体の後面から突出する場合を示したが、保
持体の前面や側面など後面以外の面から突出するものも本発明に含まれる。
【００７３】
　（３）上記した実施形態では、弾性片が折り返し部分を有する片持ち状に形成された場
合を示したが、折り返し部分を有さない片持ち状であってもよい。また、上記した実施形
態では、弾性片の自由端部が接触片に対する押圧部とされる場合を示したが、例えば自由
端部の手前の部位を局所的に突出させることで、接触片に対する押圧部を形成したり、或
いは弾性片を全体的に山形に形成し、その頂点部分を押圧部としてもよい。
【００７４】
　（４）上記した実施形態では、弾性片を保持体に保持させた場合を示したが、保持体を
省略して弾性片をハウジングに対して直接装着するようにしたものも本発明に含まれる。
その場合、弾性片をハウジングに対して遊動不能に固定したり、遊動可能な状態で装着す
ることも可能である。
【００７５】
　（５）上記した実施形態では、保持体がハウジングに遊動可能に装着された場合を示し
たが、保持体を遊動不能に固定してもよい。
【００７６】
　（６）上記した実施形態では、弾性片の自由端部が接触片の自由端部を弾性的に押圧す
る場合を示したが、弾性片が接触片の接点部を直接押圧したり、また接点部よりも基端側
の部位を押圧するものも本発明に含まれる。また、弾性片の自由端部以外の部位に押圧部
を形成して、その押圧部により接触片を押圧するようにしてもよい。
【００７７】
　（７）上記した実施形態では、端子金具の本数分だけ弾性片が形成され、各接触片を対
応する弾性片によって個別に押圧した場合を示したが、１本の弾性片によって複数の接触
片を押圧するようにしてもよい。
【００７８】
　（８）上記した実施形態では、各弾性片が個別に分離された状態で保持体に保持される
場合を示したが、弾性片を複数本連結するとともに、その接触片との接触面に絶縁層を形
成することで、端子金具間の短絡を防止するようにしてもよい。
【００７９】
　（９）上記した実施形態では、カバーが後側の仮装着位置から前側の本装着位置へ移動
可能とされるものを示したが、仮装着位置を前側に、本装着位置を後側に設定したものも
本発明に含まれる。それ以外にもカバーの移動方向について前後方向のみならず幅方向に
変更することも可能である。
【００８０】
　（１０）上記した実施形態では、カバーの装着位置として仮装着位置を設定した場合を
示したが、仮装着位置を省略したものも本発明に含まれる。
【００８１】
　（１１）上記した実施形態では、カバーが本装着位置のとき、弾性片が保持体の前端部
に接触する手前の位置まで弾性変形した場合を示したが、例えば配線基板がさらに厚肉だ
った場合には、弾性変形した弾性接触片が保持体の前端部に接触する場合もあり、そのよ
うなものも本発明に含まれる。
【００８２】
　（１２）上記した実施形態では、隣り合う弾性片間を仕切る仕切り壁を設けた場合を示
したが、仕切り壁を部分的にまたは全面的に省略することも可能である。
【００８３】
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　（１３）上記した実施形態では、カバーがハウジングを全周取り囲む筒状に形成された
場合を示したが、ハウジングの外周面のうち３面を覆う断面コ字型としたものや、２面を
覆う断面Ｌ字型としたものも本発明に含まれる。
【００８４】
　（１４）上記した実施形態では、配線基板が挿入される際に、配線基板に対して接点部
が接触して接触片が弾性変形される場合を示したが、接点部が非接触とされる設定のもの
や、接点部には接触されるものの接触片が弾性変形されない設定のものも本発明に含まれ
る。
【００８５】
　（１５）上記した実施形態では、接触片が局所的に突出する形態の接点部を備えたもの
を例示したが、例えば接触片が全体的に山形に形成され、その頂点部分が接点部とされる
ものも本発明に含まれる。また、接触片は、後端側が基端、前端側が自由端とされるもの
に限らず、逆に前端側が基端、後端側が自由端とされる片持ち状であってもよい。
【００８６】
　（１６）上記した実施形態では、接触片及び弾性片が共に片持ち状に形成された場合を
示したが、接触片と弾性片とのいずれか一方、または双方を両持ち状に形成してもよい。
【００８７】
　（１７）上記した実施形態では、接触片が弾性変形可能な弾性接触片である場合を示し
たが、弾性を有さない形態の接触片を用いたものも本発明に含まれる。その場合は、配線
基板に対する接圧の全てを弾性片が分担することになる。
【００８８】
　（１８）上記した各実施形態では、配線基板の表裏両面に端子接続部が設けられ、端子
金具が上下２段に配されるカードエッジコネクタを例示したが、配線基板の表裏いずれか
一面にのみ端子接続部が設けられ、端子金具が１段とされたカードエッジコネクタにも本
発明は適用可能である。
【００８９】
　（１９）端子金具や弾性片などの数は、適宜に変更可能である。
【００９０】
　（２０）上記した各実施形態では、電線に対して圧着接続される端子金具を例示したが
、電線に対して圧接接続されるタイプの端子金具を備えたものにも本発明は適用可能であ
る。
【００９１】
　（２１）上記した実施形態では、金属材料からなる弾性片を用いた場合を示したが、金
属材料以外の材料、例えば合成樹脂材料からなる弾性片を用いたものも本発明に含まれる
。その場合、合成樹脂材料にガラス繊維を混合するなどして硬化してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の一実施形態に係るカードエッジコネクタの分解斜視図
【図２】カードエッジコネクタの分解正面図
【図３】カードエッジコネクタの分解平面図
【図４】カードエッジコネクタの分解側面図
【図５】図３のＸ－Ｘ線断面図
【図６】図５のＹ－Ｙ線断面図
【図７】ハウジングに弾性片ユニット、カバー、及びリテーナを装着した状態を示す図３
のＸ－Ｘ線断面図
【図８】端子金具を挿入した状態を示す図３のＸ－Ｘ線断面図
【図９】カバーを仮装着位置とし端子金具を挿入した状態を示す斜視図
【図１０】リテーナを本係止位置とし、相手コネクタを嵌合する前の状態を示す図３のＸ
－Ｘ線断面図
【図１１】相手コネクタを嵌合する前の状態を示す図５のＹ－Ｙ線断面図
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【図１２】嵌合に伴い配線基板の前端面が基板挿入空間の奥端面に当接した状態を示す図
３のＸ－Ｘ線断面図
【図１３】嵌合に伴い配線基板の前端面が基板挿入空間の奥端面に当接した状態を示す図
５のＹ－Ｙ線断面図
【図１４】カバーを本装着位置とした状態を示す斜視図
【図１５】カバーが本装着位置に達した状態を示す図３のＸ－Ｘ線断面図
【図１６】カバーが本装着位置に達した状態を示す図５のＹ－Ｙ線断面図
【符号の説明】
【００９３】
　１１…相手ハウジング（相手コネクタハウジング）
　１２…配線基板
　１３…被ロック部
　２０…カードエッジコネクタ
　２１…端子金具
　２２…ハウジング（コネクタハウジング）
　２４…カバー（押さえ部材）
　２８…接触片
　２８ａ…自由端部
　２９…接点部
　３７…キャビティ
　３７ｃ…外壁（周壁の一部）
　３９…弾性片収容空間
　４０…引っ掛け壁
　５０…弾性片
　５０ａ…基端部
　５０ｂ…自由端部（端部）
　５１…保持体
　５２…ロック部
　５５…リテーナ挿通孔
　５６…リテーナ抜け止め部
　６０…引っ掛け部



(17) JP 4732996 B2 2011.7.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 4732996 B2 2011.7.27

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(19) JP 4732996 B2 2011.7.27

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(20) JP 4732996 B2 2011.7.27

【図１３】 【図１４】
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